












7.未熟児の神経学的発達フォローの要点 

1)身体発育:体重,身長も大切であるが,ことに頭囲の発達が精神運動発達と関係する。そし

て出生時の頭囲と共に 1 歳,3 歳の頭囲がより発達と相関する。従って頭囲が 10 パーセン

タイル以下のものは厳重に経過観察を行う。 

2)診察法:一般小児科的診察と発達神経学的診察法そのものは,診察法の項で記載されてい

る方法と同様である。問題はその解釈である。修正月齢 12 ヶ月迄は修正月齢における診察

所見がその月齢相当である時は,その時点においては発達は異常ではないが,必ずしも将来

正常になるとは限らない。例えば先ほど記載した未熟児の痙直性両麻痺は,修正月齢 7～8

ヶ月頃から,ある種の軽症脳性麻痺や精神遅滞,軽度脳障害では3歳過ぎになって初めて診

断されることがある。それ故,少なくとも修正月齢で 1歳,もし可能なら 1歳半を過ぎるま

で修正月齢所見で異常がみられなくても正常と言わない方がよい。高次脳機能による認知

や微細協調運動は,それに関連した部位の神経発達が行われるまで機能が正常であるかど

うか判らないからである。このことは普通の乳幼児健診の全てに言われることであるが,

脳障害の可能性が強い未熟児では特にこの傾向が大であるので,注意して診察しなければ

ならない。 


